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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風力タービンのブレードがハブの周りを回転する最大回転速度設定値である初期回転速
度設定値を有する可変速度制御システム（３００）と、
　少なくとも２つの運転パラメータを取得するように配列及び配置された少なくとも１つ
のセンサ（３１４）と、を含み、
　前記制御システム（３００）は、取得した前記少なくとも２つの運転パラメータと前記
風力タービンの機械的負荷とを比較するよう選択的に構成され、取得した前記少なくとも
２つの運転パラメータの結果として前記風力タービンの機械的負荷が低下した場合には、
回転速度調整プログラムが起動され、
　前記速度調整プログラムは、取得されかつ比較された前記少なくとも２つの運転パラメ
ータに応じて前記初期回転速度設定値よりも大きい調整回転速度設定値を決定し、
　前記調整回転速度設定値により、前記風力タービンの前記最大回転速度設定値が増加さ
れる、
風力タービン（１００）。
【請求項２】
　前記運転パラメータが、発電機速度、電力出力、乱流強度、風速、風向、ウィンドシア
、大気温度及び気圧の組合せ、空気密度、構成要素温度、発電機トルク、発電機ロータの
電流、発電機ステータの電流、発電機ロータの電圧、発電機ステータの電圧、力率、タワ
ー頂部振動、駆動系振動、ヨー位置並びにそれらの組合せからなる群から選択された少な



(2) JP 5491769 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

くとも２つのパラメータである、請求項１に記載の風力タービン（１００）。
【請求項３】
　前記運転パラメータが、空気乱流強度、空気密度、タワー振動、大気温度、風力タービ
ン構成要素温度、ヨー位置及びそれらの組合せからなる群から選択された少なくとも２つ
のパラメータである、請求項１に記載の風力タービン（１００）。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのセンサ（３１４）が、該風力タービン（１００）上に又はそれに
近接近して配列及び配置される、請求項１に記載の風力タービン（１００）。
【請求項５】
　前記制御システム（３００）が、外部要件に応じて選択的に構成される、請求項１に記
載の風力タービン（１００）。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、総括的には風力タービンに関し、より具体的には、エネルギー捕捉を増大さ
せる方法に関する。特に、本発明は、風力タービンブレードの回転速度を制御してエネル
ギー捕捉量を増加させることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、風力タービンは、環境的に安全でかつ比較的安価な代替エネルギー源としてます
ます注目されてきた。この関心の高まりにつれて、信頼性がありかつ効率的である風力タ
ービンを開発するための大きな努力が注がれてきた。
【０００３】
　一般的に、風力タービンは、複数ブレードを有するロータを含む。ロータは、トラス又
は管状タワーの頂部に配置されたハウジング又はナセルに取付けられる。公共施設級の風
力タービン（すなわち、公共配電網に電力を提供するように設計された風力タービン）は
、大型ロータ（例えば、その長さが３０メートル又はそれ以上）を有することができる。
加えて、風力タービンは一般的に、その高さが少なくとも６０メートルであるタワー上に
取付けられる。これらロータ上のブレードは、風力エネルギーを回転トルク又は力に変換
し、この回転トルク又は力が、ギアボックスを通してロータに回転結合することができる
１つ又はそれ以上の発電機を駆動する。ギアボックスは、発電機用のタービンロータの元
来は低い回転速度を増大させて、機械エネルギーを公共グリッドに供給される電気エネル
ギーに効果的に変換する。
【０００４】
　通常運転時には、高性能制御システムを備えた風力タービンは、能動ブレードピッチ制
御によって一定の速度及び出力を維持する。風力タービン制御の初期設計は、ＩＥＣ６１
４００のような標準を用いることができる。制御構成では、平均風速、乱流強度又は空気
密度のような標準環境条件が、設計基準である。ＩＥＣ標準は、僅かな数の異なる「タイ
プクラス」を定め、それら「タイプクラス」により、広範な環境条件に対する風力タービ
ン設計を分類している。従って、この標準制御装置の構成では、風力タービンを設置する
ことができる立地（サイト位置）の全てのタイプには対処することができない。
【０００５】
　例えば、多くの風力タービンサイトは、実際の風力タービンに対して設計条件よりも与
える応力が少ない好ましい環境条件を含む。これらサイトでは、本出願を用いて、風力タ
ービン構成要素を損傷させずにより高い平均ロータ速度を用いて風力タービン性能を高め
ることが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】米国特許第７，１０１，１５２号公報
【特許文献２】米国特許第７，０２３，１０５号公報
【特許文献３】米国特許第６，８４０，７３４　Ｂ２号公報
【特許文献４】米国特許第６，６１９，９１８号公報
【特許文献５】米国特許出願公開第２００７／００１８４５７　Ａ１号公報
【特許文献６】米国特許出願公開第２００６／０２７３５９５　Ａ１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、必要なのは、測定又は計算運転パラメータに応じてロータ速度を制御すること
によって、エネルギー捕捉の増大を可能にする風力タービンを運転する方法である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの態様は、風力タービンを運転する方法を含む。本方法は、可変速度制御
システムを有する風力タービンを準備するステップを含み、制御システムは、初期回転速
度設定値を有する。少なくとも２つの運転パラメータが、１つ又はそれ以上のセンサによ
り取得される。初期回転速度設定値よりも大きい調整回転速度設定値が、運転パラメータ
に応じて決定される。制御システムは、調整回転速度設定値を用いて構成される。
【０００９】
　本開示の別の態様は、可変速度制御システムを有する風力タービンを含む。制御システ
ムは、初期回転速度設定値を有する。風力タービンはまた、少なくとも２つの運転パラメ
ータを取得するように配列及び配置された少なくとも１つのセンサを含む。制御システム
は、少なくとも２つの運転パラメータに応じて初期回転速度設定値よりも大きい調整回転
速度設定値を用いて選択的に構成される。
【００１０】
　本発明のさらに別の態様は、複数の風力タービンを有する風力プラントを含む。風力タ
ービンは各々、可変速度制御システムを含む。制御システムは、初期回転速度設定値を有
する。少なくとも１つのセンサが、少なくとも２つの運転パラメータを取得するように配
列及び配置される。制御システムは、運転パラメータに応じて初期回転速度設定値よりも
大きい調整回転速度設定値を用いて選択的に構成される。風力プラントはさらに、中央監
視室を含む。中央監視室は、外部要件に応じて制御システムの調整を選択的に可能にする
ように構成される。
【００１１】
　本発明のその他の特徴及び利点は、一例として本発明の原理を示す添付図面と共になし
た以下の好ましい実施形態のより詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】風力タービンの例示的な構成を示す図。
【図２】図１に示す例示的な風力タービン構成のナセルの切欠き斜視図。
【図３】図１に示す風力タービン構成のための制御システムの例示的な構成のブロック図
。
【図４】本開示の実施形態による例示的な方法のプロセスフロー図。
【図５】本開示の別の実施形態による例示的な方法のプロセスフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　可能な限り、同じ又は同様の部品を示すために、図面全体を通して同じ参照符号を使用
する。
【００１４】
　図１を参照すると、本発明による例示的な風力タービン１００を開示している。風力タ
ービン１００は、高いタワー１０４の頂上に取付けられたナセル１０２を含み、図１には
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その一部分のみを示している。風力タービン１００はまた、風力タービンロータ１０６を
含み、風力タービンロータ１０６は、回転ハブ１１０に取付けられた１つ又はそれ以上の
ロータブレード１０８を含む。図１に示す風力タービン１００は３つのロータブレード１
０８を含むが、本発明が必要とするロータブレード１０８の数に特定の制限はない。タワ
ー１０４の高さは、当技術分野では公知の要因及び条件に基づいて選択される。
【００１５】
　幾つかの構成ではまた図２を参照すると、タワー１０４の頂上のナセル１０２内には、
様々な構成要素が格納されている。１つ又はそれ以上のマイクロ制御装置又はその他の制
御構成要素（図示せず）が、制御パネル１１２内に格納される。マイクロ制御装置は、ピ
ッチ及び速度調整、高速シャフト及びヨーブレーキ用途、ヨー及びポンプモータ用途並び
に故障監視を含む全体システム監視及び制御を行う制御システムを形成ように構成された
ハードウェア及びソフトウェアを含む。本開示の別の実施形態では、制御システムは、当
業者には分かるように制御パネル１１２によって行われるだけではない分散型の制御アー
キテクチャとすることができる。制御システムは、可変ブレードピッチ駆動装置１１４に
対して、風力を受けてハブ１１０を駆動するブレード１０８（図１）のピッチを制御する
制御信号を与える。幾つかの構成では、ブレード１０８のピッチは、ブレードピッチ駆動
装置１１４によって個々に制御される。
【００１６】
　風力タービンの駆動系は、主ロータシャフト１１６（「低速シャフト」とも呼ばれる）
を含み、主ロータシャフト１１６は、ハブ１１０に連結されかつ主軸受１３０によって支
持され、また該シャフト１１６の反対側端部においてギアボックス１１８に連結される。
幾つかの構成では、ギアボックス１１８は、二重経路ジオメトリを使用して封入高速シャ
フトを駆動する。高速シャフト（図２に図示せず）は、メインフレーム１３２上に取付け
られた発電機１２０を駆動するために用いられる。幾つかの構成では、ロータトルクは、
継手１２２を介して伝達される。発電機１２０は、例えば巻線形誘導発電機などのあらゆ
る適当なタイプのものとすることができる。
【００１７】
　ヨー駆動装置１２４及びヨーデッキ１２６は、風力タービン１００用のヨー配向システ
ムを形成する。風力測定により、風力タービンにおける測定瞬間風向及び風速を含むヨー
配向システムのための情報が得られる。風力測定は、風向計１２８によって行うことがで
きる。幾つかの構成では、ヨーシステムは、タワー１０４の頂上に設けられたフランジ上
に取付けられる。本開示は、図１及び図２に示す構成に限定されるものではなく、制御シ
ステム及び回転速度制御装置を有する当技術分野では公知の風力タービン１００のあらゆ
る構成を含むことができる。例えば、風力タービン１００は、３つより多い又は少ないブ
レード１０８を含むことができる。
【００１８】
　幾つかの構成ではまた図３を参照すると、風力タービン１００用の例示的な制御システ
ム３００は、情報を通信するためのバス３０２又はその他の通信装置を含む。１つ又は複
数のプロセッサ３０４が、変位又はモーメントを測定するように構成されたセンサからの
情報を含む情報を処理するためにバス３０２に結合される。制御システム３００はさらに
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）３０６及び／又は１つ又は複数のその他の記憶装置
３０８を含む。ＲＡＭ３０６及び１つ又は複数の記憶装置３０８は、１つ又は複数のプロ
セッサ３０４によって実行される情報及び命令を記憶しかつそれらを伝送するためにバス
３０２に結合される。ＲＡＭ３０６はまた（必要に応じて１つ又は複数の記憶装置３０８
もまた）、１つ又は複数のプロセッサ３０４による命令の実行の間に一時的変数又はその
他の中間情報を記憶するために用いることができる。制御システム３００はまた、静的（
すなわち、変化しない）情報及び命令を記憶しかつそれらを１つ又は複数のプロセッサ３
０４に提供するためにバス３０２に結合された読取専用メモリ（ＲＯＭ）及び／又はその
他の静的記憶装置３１０を含むことができる。１つ又は複数の入力／出力装置３１２は、
制御システム３００に入力データを提供しまたヨー制御及びピッチ制御出力を提供する当
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技術分野では公知のあらゆる装置を含むことができる。命令は、磁気ディスク、読取専用
メモリ（ＲＯＭ）集積回路、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような記憶装置から、１つ又はそれ
以上の電気的アクセス可能媒体などにアクセスする有線又は無線のいずれかである遠隔接
続を介してメモリに提供される。幾つかの実施形態では、ソフトウェア命令の代わりに又
はそれと組合せて、配線回路を用いることができる。従って、一連の命令の実行は、ハー
ドウェア回路とソフトウェア命令とのいかなる特定の組合せにも限定されるものではない
。センサインタフェース３１４は、制御システム３００が１つ又はそれ以上のセンサと通
信するのを可能にするインタフェースである。センサインタフェース３１４は、１つ又は
それ以上のアナログ－デジタル変換器とすることができ、或いは１つ又はそれ以上のアナ
ログ－デジタル変換器を含むことができ、これら変換器は、例えばアナログ信号を１つ又
は複数のプロセッサ３０４が用いることができるデジタル信号に変換するとすることがで
きる。１つの実施形態では、センサインタフェースは、ロータ速度決定装置からの信号及
び風向計１２８からの風力測定を含む。
【００１９】
　本開示は、測定運転値に応じて最大又は定格回転速度設定値を制御可能に調整すること
によって、風力タービンのエネルギー捕捉を増大させる方法を含む。本明細書で用いる場
合の「回転速度」というのは、ハブの周りでブレードが回転する速度として定義される。
回転速度は、低速シャフト１１６が回転する速度を含むことができ、或いは高速シャフト
の速度又は発電機１２０における速度から計算することができる。本明細書で用いる場合
の「定格電力」というのは、風力タービンが最大容量で発生する電力として定義され、こ
の最大容量は、制御システムによって決定される。本明細書で用いる場合の「定格回転速
度」というのは、ロータが全負荷運転時に連続運転で回転することが可能である速度とし
て定義される。定格回転速度は、最大電力容量に対応させることができるが、最大電力容
量以下の風力タービン運転を含むこともできる。
【００２０】
　１つの実施形態では、制御調整は、既存の風力タービンに対して風力タービン構成要素
を全く修正しない状態で組込んだ特徴を含むことができる。増大した最大回転速度設定値
の時間の間に、風力タービンは、より高い定格電力で稼働しかつ大幅に高いエネルギー生
産を達成することができる。この実施形態では、タービンの構成要素は、変更又は付加す
る必要は全くない。
【００２１】
　本方法は、可変速度制御システムを有する風力タービンを運転するステップを含む。上
述のように、風力タービン制御システムは一般的に、高性能制御システム及び制御プログ
ラムを含む。制御プログラムは、風力タービン構成要素を使用して風力タービン１００内
の様々な運転パラメータを調整する。例えば、ブレードピッチ角度及び発電機トルクは、
風速に応じて発電機１２０における電力出力を変化させかつ／又はブレード１０８の回転
速度を調整するように調整することができる。一般的に、風力タービン１００は、可変速
度運転期間（例えば、停止及び始動時における運転）及び一定速度運転期間（例えば、通
常運転状態時又は最大定格出力運転での）を含む。一定速度運転期間において、制御シス
テムは、初期又は定格回転速度設定値を含む。初期回転速度設定値は、風力タービンを運
転することが可能である設計最大回転速度に相当する。そのように限定されるわけではな
いが、初期回転速度設定値は、国際標準（例えば、ＩＥＣ６１４００）のような公知の設
計パラメータ又は標準によって決定することができる。制御構成では、理論的平均風力タ
ービンサイトにおける平均風速、乱流強度又は空気密度のような標準環境条件は、設計及
び構成基準を形成することができる。通常運転時（すなわち、一定速度運転期間）の間に
は、回転速度は、最大回転速度設定値を超えることは許されない。しかしながら、風力タ
ービン１００の電力出力は、トルクのようなその他のパラメータを変化させることによっ
て、最大回転速度において変化させることができることに注目されたい。本開示の方法は
、そこでは少なくとも２つの運転パラメータに応じて初期定格回転速度設定値を初期値か
ら増大させるような方法を含む。運転パラメータは、風力タービン１００における、風力
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タービンプラント用の監視室における、又は風力タービン運転に対応する位置における１
つ又はそれ以上のセンサで測定される。
【００２２】
　運転パラメータは、発電機速度、電力出力、乱流強度（例えば、回転速度の標準偏差の
関数として測定した乱流強度）、風速、風向（垂直方向及び水平方向の両方の意味で）、
ウィンドシア、大気温度及び気圧の組合せ、空気密度、構成要素温度（例えば、発電機巻
線、軸受、発電機及びギアボックス冷却、ギアボックスオイル、変圧器及び／又は変換器
）、発電機トルク、発電機ロータ及びステータの電流、発電機ロータ及びステータの電圧
、力率、タワー頂部振動、駆動系振動、ヨー位置並びにそれらの組合せからなる群から選
択されるのが好ましい。運転パラメータは、空気乱流強度、空気密度、タワー振動、大気
温度、風力タービン構成要素温度、ヨー位置及びそれらの組合せからなる群から選択され
た少なくとも２つのパラメータであるのが一層好ましい。
【００２３】
　運転パラメータを測定するためのセンサは、運転パラメータを測定又は感知するための
当技術分野では公知のあらゆる適当なセンサとすることができる。適当なセンサには、温
度計、熱電対、サーミスタ、風速計、圧力センサ、光学センサ、近接センサ、エンコーダ
（例えば、個々の構成要素上に取付けられたエンコーダ）、或いはあらゆるその他の公知
のセンサ又はセンサシステムを含むことができる。センサは、風力タービン位置、又は遠
隔監視システムのような風力タービンから離れた位置に備えることができる。加えて、セ
ンサは、運転パラメータを計算するために使用することができる値を測定することなどに
よって、運転パラメータを間接的に測定することができる。加えて、単一の運転パラメー
タを決定するために、複数のセンサを利用することができる。
【００２４】
　運転パラメータが取得されると、運転パラメータに応じて、調整増大回転速度設定値が
決定される。回転速度の増大量は、初期回転速度設定値よりも大きいロータ速度を決定す
ることが可能でありかつ風力タービン１００及び該風力タービン１００の周囲の条件で機
械的に許容される調整ロータ速度をもたらすあらゆる適当なモデル又は計算を用いて決定
することができる。１つの実施形態では、目標回転速度は、制御回転速度の標準偏差の関
数であり、この標準偏差は、乱流強度の測定値とすることができる。加えて、回転速度設
定値の増大は、年平均風速が低下すると風力タービンの機械的負荷が低下して、回転速度
設定値の増大を可能にするという一般的関係によって決定することができる。加えて、乱
流強度が低下すると、風力タービンの機械的負荷が低下して、回転速度設定値の増大を可
能にする。さらに、空気密度が低下すると、風力タービンの機械的負荷が低下して、回転
速度設定値の増大を可能にする。同様に、風力タービンの周囲の大気温度が大幅に低下す
ると、空気密度が増加して、回転速度設定値の増大（この設定値における増大は、より高
密度の場合よりも低いが、標準条件より高いものとなる）を可能にする。上記の関係は、
単なる例示的のものであって、包括的なものではない。
【００２５】
　２つ又はそれ以上の運転パラメータの組合せは、それらのそれぞれの関係に従って使用
するのが好ましい。例えば、より低い大気温度及びより高い空気密度は、構成要素の冷却
に好ましく、これが、風力タービン１００に対するより低い機械的負荷をもたらす結果と
なり、回転速度設定値の増大を可能にする。低い力率は、電流を増加させかつそれに伴っ
て風力タービン１００内の構成要素の温度を上昇させて、回転速度設定値の増大を可能に
する。また、より高い回転速度の場合には、風力タービンの幾つかの構成要素の温度が上
昇し、また発電機の電圧のようなその他の好ましくない構成要素特性が増大するおそれが
ある。発電機の新規な設定値は、上記のパラメータに基づいて設定することができる。例
えば、タービン負荷及び電力のこれらパラメータの物理的関係を用いることにより、新規
な設定値が決定される。例えば、中程度の乱流での１．２２５の測定標準密度では、初期
回転速度設定値よりも６％大きい速度設定値とすることができる。加えて、測定密度が１
．１００である（すなわち、１．２２５よりも低い）場合には、調整回転速度設定値は、
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初期回転速度設定値よりも９％高く設定されることになる。
【００２６】
　一般的に、増大回転速度設定値に対する上記の運転パラメータの逆の関係により、増大
量の低減が生じるか、或いは回転速度設定値の増大が防止される。例えば、高い風力事象
、高い構成要素温度又は悪い気象条件の間には、制御システムは、回転速度設定値を僅か
しか増大させることができないか、或いは回転速度設定値を全く増大させることができな
い。
【００２７】
　図４は、本開示の１つの実施形態を例示するプロセスフロー図を示している。この実施
形態では、最初にステップ４０１において、制御装置の速度制御調整が作動しているかど
うかの判定が行われる。制御装置速度が作動していない場合には、ステップ４０３におい
て、制御装置はデフォルト設定（初期設定）を維持する。デフォルト設定には、速度制御
を初期回転速度設定値に設定することが含まれる。ステップ４０１における判定には、速
度制御調整方法の選択的作動を可能にするスイッチ、ボタン、ソフトウェア判定オプショ
ン又はその他の機構を含むことができる。速度制御調整が作動している場合には、ステッ
プ４０５において、少なくとも２つの運転パラメータが取得される。運転パラメータは、
センサにより取得するのが好ましい。運転パラメータが取得されると、ステップ４０７に
おいて、運転パラメータに応じて調整回転速度が決定される。調整回転速度は、初期又は
定格回転速度設定値よりも大きい、制御システムのための調整回転速度設定値である。ス
テップ４０９において、制御装置又は制御システムは、調整回転速度設定値を用いて構成
される。制御システムは、増大回転速度設定値で風力タービンを運転するのを可能にし、
またこの方法は反復される。
【００２８】
　１つの実施形態では、ステップ４０１において、速度制御の作動を行うためのユーザイ
ンタフェースが設けられる。この実施形態では、インタフェースは、それに限定されない
が、以下の１）ブーストで作動する時刻を設定するオプション、２）許容最大ブーストを
最大で（例えば、定められた極限負荷の）限界値までに設定するオプション、３）中央制
御装置によってその中に組込まれたプラント電力限界値及びプラント力率を提供するよう
にして、該中央制御装置により風力タービンを遠隔的に制御するオプションを含むことが
できる。インタフェースは、これらに限定されるものではなく、必要に応じて風力タービ
ン及び風力タービンプラント運転のためのその他のオプション又はその他の機構を含むこ
とができる。
【００２９】
　１つの実施形態では、回転設定値を調整する制御装置の能力は、外部要件によって作動
させることができる。最大ロータ速度を調整する制御装置の能力を作動させることができ
る適当な外部要件には、それに限定されないが、電気的（例えば、力率又は総合評価）或
いは環境的サイト特性（例えば、風速、ウィンドシア、乱流）が含まれる。１つの実施形
態では、例えば増大最大ロータ速度に基づいて機械的疲労荷重のシミュレーションから計
算したようなタービンの耐用年数又は該耐用年数の変化の評価は、ユーザ、中央監視室又
はその他の場所に通信することができる。加えて、外部要件は、風力プラント全体にわた
る電気的又はサイト特性を含むことができる。例えば、複数の風力タービンを含む風力プ
ラントは、最大プラント電力出力（すなわち、風力プラント全体によって生産される総電
力）の外部要件を含むことができ、最大プラント電力出力を超えると、外部要件によって
、風力タービンが初期又は定格回転速度設定値を超えた回転速度設定値に増大するのが選
択的に防止される。
【００３０】
　図５は、本開示の別の実施形態を例示するプロセスフロー図を示している。図５に示す
実施形態は、ステップ５０１において、外部要件を取得するステップを含む。この実施形
態では、最初にステップ５０３において、外部要件が満たされているかどうかの判定が行
われる。外部要件が満たされていない場合には、このプロセスが反復され、また回転速度
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設定値は、初期回転速度設定値に維持される。外部要件が満たされた場合には、ステップ
４０５において、少なくとも２つの運転パラメータが取得される。運転パラメータは、セ
ンサにより取得されるのが好ましい。運転パラメータが取得されると、ステップ４０７に
おいて、運転パラメータに応じて調整回転速度が決定される。調整回転速度は、初期又は
定格回転速度設定値よりも大きい、制御システムのための調整回転速度設定値である。ス
テップ４０９において、制御装置又は制御システムは、調整回転速度設定値を用いて構成
される。制御システムは、増大回転速度設定値で風力タービンを運転するのを可能にし、
この方法は反復される。
【実施例１】
【００３１】

　実施例１は、本開示の方法を用いたシミュレーションの結果を含み、このシミュレーシ
ョンは、風速平均値（Ｖａｖｇ）を変化させた場合についての初期速度設定値よりも大き
い回転速度設定値における運転での年間エネルギー生産（ＡＥＰ）をパーセント増加とし
て表したものであり、表１を参照されたい。この実施例において、運転パラメータは、密
度及び平均風速である。
【００３２】
【表１】

　表１に示す増加は、風力タービンの初期設定値又は定格設定値で生産されるＡＥＰに対
する増加に相当する。風力タービンの初期速度設定値又は定格設定値は、ＡＥＰの０％増
加に相当している。
【実施例２】
【００３３】

　実施例２は、空気密度及び乱流強度（ＴＩ）の運転パラメータに対する回転速度設定値
変動を示しており、表２を参照されたい。
【００３４】
【表２】

　風力タービンの初期速度設定値又は定格設定値は、初期速度設定値からの設定値の０％
増大に相当している。
【実施例３】
【００３５】
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　実施例３は、風速、空気密度及び乱流強度の運転パラメータに対する年間エネルギー生
産（ＡＥＰ）変動を示しており、表３を参照されたい。
【００３６】
【表３】

　表３に示す増加は、風力タービンの初期設定値又は定格設定値で生産されるＡＥＰに対
する増加に相当する。風力タービンの初期速度設定値又は定格設定値は、ＡＥＰにおける
０％増加に相当している。
【実施例４】
【００３７】

　実施例４は、空気密度及び乱流強度の運転パラメータに対する回転速度設定値変動を示
しており、表４を参照されたい。
【００３８】
【表４】

　風力タービンの初期速度設定値又は定格設定値は、初期速度設定値からの設定値の０％
増大に相当している。
【００３９】
　好ましい実施形態に関して本発明を説明してきたが、本発明の技術的範囲から逸脱する
ことなく、本発明の要素に対して様々な変更を加えることができまたその要素を
均等物で置き換えることができることは、当業者には解るであろう。さらに、本発明の本
質的な技術的範囲から逸脱することなく特定の状況又は物的要件を本発明の教義に適合さ
せるように多くの修正を行うことができる。従って、本発明は、本発明を実施するために
考えられる最良の形態として開示した特定の実施形態に限定されるものではなく、また本
発明は、全ての実施形態を特許請求の範囲の技術的範囲内に属するものとして包含するこ
とになることを意図している。
【符号の説明】
【００４０】
１００　風力タービン
１０２　ナセル
１０４　タワー
１０６　風力タービンロータ
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１０８　ロータブレード
１１０　回転ハブ
１１２　制御パネル
１１４　ブレードピッチ駆動装置
１１６　主ロータシャフト
１１８　ギアボックス
１２０　発電機
１２２　継手
１２４　ヨー駆動装置
１２６　ヨーデッキ
１２８　風向計
１３０　主軸受
１３２　メインフレーム

【図１】 【図２】

【図３】
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